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加西市空き家改修事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、空き家を改修及び修繕（以下「改修等」という。）する者に対して、その改

修等に要した費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、市内に所在する空き家の

有効活用を促進することを目的とし、加西市補助金等交付規則（平成30年加西市規則第１号）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない建物（近く居住しなくなる

予定のものを含む。）及びその敷地をいう。ただし、民間事業者による賃貸、分譲等を目的と

する建物及び土地を除く。 

(２) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売却、賃貸等を行うこと

ができる者をいう。 

(３) 利用者 空き家を購入又は賃貸若しくは無償で使用する者をいう。 

(４) 改修 建物の経年劣化した性能や機能を実用上支障のない状態まで回復させると同時に、

従前の機能水準以上に改善することをいう。 

(５) 修繕 建物の経年劣化した性能や機能を実用上支障のない状態まで回復させることをいう。 

(６) 市内業者 補助金の交付申請日において、加西市内に主たる事業所等を有し建築業等を営

む法人又は個人をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件の全て満たしている者とする。 

(１) 空き家への定住を希望する利用者又は空き家への定住を希望する利用者に空き家の売却又

は賃貸等を行う所有者等であること。 

(２) 第８条に規定する実績報告日に、利用者が加西市に住民登録をしていること。 

(３) 市税等を滞納していないこと。 

(４) 加西市暴力団排除条例（平成24年加西市条例第１号）第２条第１号に規定する暴力団、同

条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団員密接関係者でないこと。 

(５) ３親等内の親族間における空き家の売買又は賃貸借等でないこと。 

（補助対象の空き家） 

第４条 この補助金の交付を受ける空き家は、次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。 
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(１) 築年数が25年以上の空き家であること。 

(２) この要綱の施行日以降に、所有者等と利用者との間において売買契約又は賃貸借契約が成

立し、若しくは売買契約又は賃貸借契約の締結に関して同意が得られている空き家であること。 

(３) 賃貸借契約の場合、所有者等と利用者との間において改修等に関して書面による同意が得

られている空き家であること。 

(４) 市から同様の事由による補助金等を受けていない空き家であること。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の対象となる経費は、前条各号に掲げる要件を全て満たす空き家のうち、次に掲げ

る要件を全て満たす空き家の改修等に要する経費の全部又は一部とする。 

(１) 空き家（店舗、倉庫等の用途に係るものを除く。）の主要構造部又は居住の用に供する部

分（トイレ、風呂、台所等）の改修等 

(２) 20万円以上の改修等 

(３) 市内業者による空き家の改修等 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、前条に定める経費の総額に２分の１を乗じて得た額（千円未満の端数は切

り捨て）以内とし、50万円を限度とする。 

（交付申請及び決定） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、空き家の改修等の着手

前に、加西市空き家改修事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければ

ならない。 

(１) 売買契約書又は賃貸借契約書（又は同意を証する書類）の写し 

(２) 収支予算書 

(３) 改修等工事の設計図 

(４) 改修等工事の見積書 

(５) 施工前の現場写真（外観、施工箇所各所） 

(６) 位置図 

(７) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、当該申請に係る書類等を審査し、その結果

について、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に対して加西市空き家改

修事業補助金交付決定通知書により通知するものとする。 
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３ 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を

付して、加西市空き家改修事業補助金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。 

（実績報告及び額の確定） 

第８条 前条の規定により交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、事業が完了し

たときは、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は事業の完了年度の３月31日のい

ずれか早い日までに、加西市空き家改修事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に

提出しなければならない。 

(１) 改修等工事に係る領収書の写し 

(２) 収支決算書 

(３) 完成写真（施工箇所各所 １枚） 

(４) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、当該実績報告が適

当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に対して加西市空き家改修事業補助金確定

通知書により通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第９条 前条の通知を受けた補助事業者は、加西市空き家改修事業補助金請求書により、市長に補

助金を請求するものとする。 

（補助金の交付） 

第10条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するもの

とする。 

（交付決定の取消し） 

第11条 市長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付の決定を受けたと認

めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 市長は、交付決定の取消しを行ったときは、補助事業者に対して加西市空き家改修事業補助金

交付決定取消通知書により通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第12条 市長は前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付

されているときは、加西市空き家改修事業補助金返還命令書により、期限を定めてその全部又は

一部を返還させることができる。 
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（その他） 

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 


